
新見市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の募集要項 

 

１ 募集人数 

【農業委員会委員】１８人 

【農地利用最適化推進委員】１０人 

※ 農業委員会委員は、市内全域から募集するが、農地利用最適化推進委員は、

別表の区域を単位として各１人を募集する。 

２ 対象者 

【農業委員会委員】 

   農業に関する識見を有し、農地の権利移動や転用に係る許認可など農業

委員会の所掌に属する職務を適切に行うことができる者 

（ただし、法律の規定により、農業委員会委員の１/４以上が認定農業者等

であり、認定農業者等及び認定農業者に準ずる者（※１）が過半数を占め

るものであること。また、利害関係のない者を１人以上含むものとする。） 

【農地利用最適化推進委員】 

   農地利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者 

３ 資格要件 

（１）新見市に住所を有する者 

（ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない） 

（２）新見市の職員でない者 

（３）市税等を滞納していない者 

  なお、次のいずれかに該当する場合は委員となることができない。 

  ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

  イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者 

４ 委員の任期 

令和８年７月２０日から３年間 

５ 主な職務 

【農業委員会委員】 

   ・毎月、現地確認を行い、総会に出席し、農地法等の案件を審議して決定

する。 

 ・遊休農地に対する措置や違反転用への対応等の現場活動を行う。 

【農地利用最適化推進委員】 

   ・農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止、新規参入の支援等の実

践活動を行う。 

 ・総会に出席し、農地利用の最適化推進に関する意見を述べる。 

６ 守秘義務 

職務上知り得た情報は、在職中だけでなく退任後も漏らしてはならない。 



７ 報酬 

【農業委員会委員】         月額３５，５００円 

【農地利用最適化推進委員】     月額３０，０００円 

８ 募集方法 

〇地区又は団体推薦  委員にふさわしい者を地域や団体が推薦する方法 

〇個人推薦       委員にふさわしい者を３人以上の個人が推薦する 

方法 

〇一般募集      自ら委員に応募する方法 

９ 申込手続き 

 推薦書又は応募申込書に必要事項を記入し、住民票を添えて、新見市役所２階

の農業委員会事務局又は農業畜産振興課へ下記の期間内に持参、または郵送の

こと。 

 受付：令和８年２月２日（月)～２７日（金）の平日、 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 郵送：令和８年２月２７日（金）の消印有効 

 兼務：両委員の兼務は不可（ただし、両方へ推薦又は応募することは可能） 

１０ 募集状況の公表 

 推薦及び応募された内容は、受付期間の中間及び終了後に市ホームページ等

で公表する。 

１１ 選考方法 

【農業委員会委員】 

  農業委員候補者評価委員会において、提出書類の内容をもとに、本市の農

業の発展に熱意を持って取り組んでいただける方であるかなどを評価して

選定し、議会の同意を得た上で選任する。（必要に応じて面接等を行う場合

がある。） 

【農地利用最適化推進委員】 

  農業委員会において、農地利用の最適化の推進に熱意をもって活動できる

方であるか等を審議して選任する。（必要に応じて面接等を行う場合がある。） 

１２ 選考結果の通知 

  選考結果については、書面で通知する。※電話等のお問い合わせにはお答え

できません。 

１３ 問い合わせ先 

 〒７１８－８５０１ 新見市新見３１０番地３ 

  新見市農業委員会事務局      ☎０８６７－７２－６１０６ 

  新見市農業畜産振興課農業畜産係  ☎０８６７－７２－６１３３ 

 

 

 



別表 

地区名 地区の区域 

新見１ 上熊谷、下熊谷、菅生（上別所・下別所・阿福・灰ガ峠・小原・千

原・力谷を除く） 

新見２ 千屋花見、千屋井原、千屋、千屋実 

新見３ 馬塚、菅生のうち上別所・下別所・阿福・灰ガ峠・小原・千原・力

谷、上市（舞尾・畑原を除く）、坂本 

新見４ 新見、高尾、西方（小南・段を除く）、正田、金谷 

新見５ 唐松、石蟹、長屋、井倉、法曽 

新見６ 草間、足見、土橋、豊永佐伏、豊永赤馬（川筋を除く）、豊永宇山 

大佐 大井野、上刑部、小阪部、永富、小南、田治部、布瀬、豊永赤馬の

うち川筋 

神郷 下神代、油野、足立、上市のうち舞尾・畑原、西方のうち小南・

段、高瀬、釜村 

哲多 蚊家、田淵、大野、矢戸、老栄、荻尾、成松、本郷、宮河内、花木 

哲西 大竹、畑木、八鳥、大野部、矢田、上神代 

 

※１ 認定農業者に準ずる者とは（農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号） 

  イ 認定農業者等であった者 

  ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認定農業者 

   の親族 

  ハ 認定就農者(農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の５第１項 

に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）である個人 

  ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕作又は養畜 

の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号において同じ。） 

  ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８年法律第 

８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員 

  ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である個 

人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見 

込まれるもの 

  ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業者である法 

人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な役割を果たすことが見 

込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 

  チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導的立場にあ 

る者として地方公共団体に認められた農業者 



  リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）における 

   効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第１０条第２号において 

   「基本構想水準到達者」という。）である個人 

  ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 

 


